
平成３０年度 

第１回鹿島市地域公共交通会議・鹿島市地域公共交通活性化協議会 

資  料 

 

 

Ｐ１   鹿島市地域公共交通会議及び鹿島市地域公共交通活性化協議会 

 委員名簿 

Ｐ２   鹿島市公共交通会議設置要綱 

Ｐ５   鹿島市地域公共交通活性化協議会規約 

【報告事項】 

Ｐ８   地域公共交通活性事業に係る年表 

Ｐ１０  市内循環バス委託料の推移 

Ｐ１１  高津原、予約型のりあいタクシー委託料の推移 

Ｐ１２  市内循環バス平均乗車数の推移 

Ｐ１３  高津原のりあいタクシー平均乗車数の推移 

Ｐ１４  予約型のりあいタクシー稼働率の推移 

Ｐ１５  市内循環バスとＪＲ等の乗継割引社会実験に関するアンケート報告 

【協議事項】 

Ｐ１６  市内公共交通路線再編（案） 

Ｐ１８  生活交通確保維持改善計画（案） 

Ｐ２５  平成３１年度事業計画（案）及び予算（案） 

Ｐ２７  市内循環バス及びのりあいタクシーの無料期間実施（案） 

 （別添資料） 

別冊資料  鹿島市地域公共交通網形成計画 

別冊資料  鹿島市内地域公共交通総合時刻表 

別添資料  市内交通路線再編検討資料（市内循環線・予約型のりあいタクシー等） 

参考資料  【新】予約型のりあいタクシー利用の手引き（未定稿） 

 

平成３０年６月１４日 



№ 所　　属　　等 役　　職　　等 氏　　　名 備　考

1 鹿島市長又はその指名する職員 鹿島市長 樋 口 久 俊

2 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 祐徳バス㈱代表取締役社長 松 尾 文 敏

3 一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者の代表者 ㈲再耕庵タクシー総務課長 山 本 浩 二

4 社団法人佐賀県バス・タクシー協会の代表者 専務理事 江 上 康 男

5 鹿島市区長会の代表者
市区長会会長
（鹿島地区会長）

力 田 賢 次

6 鹿島市老人クラブ連合会の代表者 会長 髙 松 昭 三

7 鹿島市民生児童委員連絡協議会の代表者 七浦地区会長 木 原 節 子

8 鹿島市PTA連合会の代表者 鹿島市PTA連合会理事 原 田 千 佳 志

9 市内小中学校代表者 古枝小校長 平 井 敏 博

10 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者の代表者 祐徳バス㈱運転者 山 上 利 宏

首席運輸企画専門官
（企画調整担当）

永 松 靖 二 協議会委員

首席運輸企画専門官
（企画輸送・監査担当）

三 木 孝 志 交通会議委員

運輸企画専門官
（輸送・監査担当）

永 松 大 佐 アドバイザー

12 佐賀県の担当職員
佐賀県地域交流部
さが創生推進課副課長

藤 﨑 広 子

13 佐賀県杵藤土木事務所の職員 管理課長 松 本 渉

14 鹿島警察署の職員 交通課長 内 田 慎 一 郎

15 鹿島商工会議所 専務理事 中 川 宏

16 鹿島市都市建設課 都市建設課長 岩 下 善 孝

17 ＪＲ九州株式会社 佐賀鉄道部 企画課長 櫻 木 剛

事務局

所　　属　　等 役　　職　　等 氏　　　名 備　考

鹿島市総務部 部長 有 森 弘 茂

鹿島市総務部 理事 納 塚 眞 琴

鹿島市企画財政課 課長 田 﨑 靖

鹿島市企画財政課 参事 川 原 逸 生

鹿島市企画財政課 課長補佐 峰 松 健 二

鹿島市企画財政課企画係 企画係長 田 中 美 穂

鹿島市企画財政課企画係 職員 宮 﨑 剛 史

鹿島市企画財政課企画係 職員 柴 田 智 典

　　　鹿島市地域公共交通会議委員
　　　鹿島市地域公共交通活性化協議会委員　　　　　　（平成３０年度）（任期：H30～H32）

11 九州運輸局佐賀運輸支局の職員
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鹿島市訓令甲第２４号  

 

 

鹿島市地域公共交通会議設置要綱  

 

 

(設置 ) 

第１条  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地

域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保

その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの

実現に必要となる事項を協議するため、鹿島市地域公共交通会議（以

下「交通会議」という。）を設置する。  

(協議事項 ) 

第２条  交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。  

⑴  地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等

に関する事項  

⑵  市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項  

⑶  交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項  

⑷  交通ネットワーク計画に関する事項  

(交通会議の構成員 ) 

第３条  交通会議の構成員（以下「委員」という。）は、市長のほか次に

掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した者をもって充てる。  

⑴  市長が指名する市の職員  

⑵  一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者  

⑶  一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者の代表者  

⑷  社団法人佐賀県バス・タクシー協会の代表者  

⑸  鹿島市区長会の代表者  

⑹  住民又は利用者の代表者  

⑺  一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者の代表者  

⑻  九州運輸局佐賀運輸支局の職員  

⑼  佐賀県の担当課の職員  

⑽  佐賀県鹿島土木事務所の職員  
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⑾  鹿島警察署の職員  

⑿  前各号に掲げる者のほか市長が必要と認めた者  

 (委員の任期 )  

第４条  委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が前

条各号の職を離職その他のやむを得ない事由により辞任した場合にお

ける後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 (会長及び副会長 ) 

第５条  交通会議に会長及び副会長を置く。  

２  会長は、市長又はその指名する者とする。  

３  副会長は、委員の互選によりこれを定める。  

４  会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。  

５  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

(会議 ) 

第６条  交通会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２  交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３  交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

４  交通会議が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明

及び意見を聴くこと又は資料の提供を求めることができる。  

５  交通会議は、原則として公開とする。  

６  委員が会議を欠席する場合、その代理の者が交通会議に出席できる

ものとし、その代理の者の出席をもって委員の出席とみなす。  

(協議結果の取扱い ) 

第７条  交通会議において、協議が調った事項については、関係者はそ

の結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  

 (事務局 ) 

第８条  交通会議の運営を円滑に行うため、交通会議に事務局を置く。  

２  交通会議の業務は、鹿島市企画財政課において処理する。  

３  事務局に事務局長及び事務局員を置く。  

４  事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

 (その他 ) 
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第９条  この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な

事項は、会長が交通会議に諮り定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。  

附  則 (平成２４年訓令甲第３３号 ) 

この要綱は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成２４年訓令甲第１０号 ) 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  
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鹿島市地域公共交通活性化協議会規約  
 
 
（設置）  

第１条  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律
第５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域
公共交通網形成計画（以下「形成計画」という。）の作成に関する協
議及び形成計画の実施に係る連絡調整を行うため、鹿島市地域公共交
通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 （事務所）  
第２条  協議会の事務所は、鹿島市役所内に置く。  
 （事業）  
第３条  協議会は、次に掲げる業務を行う。  
（１）形成計画の策定及び変更の協議に関すること。  
（２）形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。  
（３）形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。  
（４）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要
なこと。  

 （組織）  
第４条  協議会は、別表に掲げる者及び団体等を代表する者をもって組
織する。  
（役員の定数及び選任）  

第５条  協議会に、次の役員を置く。  
（１）会  長  １名  
（２）副会長  １名  
（３）監  事  ２名  
２  会長は、鹿島市長をもって充てる。  
３  副会長及び監事は、委員の中から互選によりこれを定める。  
４  会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。  
（役員の職務）  

第６条  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  
２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、
その職務を代理する。  

３  監事は、協議会の会計を監査する。  
（委員の任期）  

第７条  委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。  
２  補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。  
（会議）  

第８条  協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。  
２  会議の議長は、委員の中から互選によりこれを定める。  
３  会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。  
４  会議の議決の方法は、会議に出席した委員の過半数で決めるものと
し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

５  会議は、原則として公開する。  
６  協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及
び意見を聴くこと又は資料の提供を求めることができる。  

７  委員は、会議を欠席する時は、代理の者を出席させることができる
こととし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、
その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。  

８  前各号に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長
が別に定める。  

kikaku9
スタンプ



（協議結果の尊重義務）  
第９条  会議において協議が整った事項について、協議会の委員はその
協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  
（分科会の設置）  

第１０条  協議会は、第３条の各号に定める事項について、協議又は調
整をするため、必要に応じ分科会を設置することができる。  

２  分科会は、第４条に定める委員その他協議会が必要と認める者で組
織する。  
（事務局）  

第１１条  協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。  
２  事務局は、鹿島市総務部企画財政課に置く。  
３  事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者を充てる。  
４  事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  
（経費）  

第１２条  協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の
収入をもって充てる。  
（財務に関する事項）  

第１３条  協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項
は、会長が別に定める。  
（協議会が解散した場合の措置）  

第１４条  協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散した日を
もって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。  
（委任）  

第１５条  この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な
事項は、会長が別に定める。  

 
附  則  

 （施行期日）  
１  この規約は、平成２１年３月６日から施行する。  
 （経過措置）  
２  この規約の規定により、最初の委員となった者の任期は、第７条第
１項の規定にかかわらず、平成２２年３月３１日までとする。  

附  則  
 （施行期日）  

１  この規約は、平成２５年４月１日から施行する。  
附  則  

 （施行期日）  

１  この規約は、平成２８年４月１日から施行する。  

kikaku9
スタンプ



別表（第４条関係）  

区   分  委   員  

法第６条第２項第１号  鹿島市長  

法第６条第２項第２号  公共交通事業者  

 社団法人佐賀県バス・タクシー協会  

 佐賀県杵藤土木事務所  

 鹿島市  

法第６条第２項第３号  鹿島警察署  

 住民利用者  

 学識経験者  

 商工会議所  

 公共交通事業の運転手  
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◎地域公共交通活性事業に係る年表 

年 月 内    容 備 考 

Ｈ２０．５月 鹿島市地域公共交通会議（道路運送法）の設置  

Ｈ２１．３月 
鹿島市地域公共交通活性化協議会（地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律）の設置 
 

Ｈ２２．３月 
鹿島市地域公共交通総合連携計画の策定 

※地域公共交通活性化・再生総合事業を利用 
 

Ｈ２２．１０月 

市内循環バス、高津原のりあいタクシー実証運行開始 

※トリガー制度によりＨ２５年３月まで 

※地域公共交通活性化・再生総合事業を利用 

 

Ｈ２３．４月 

地域公共交通確保維持改善事業が制定 

 ※事業年度が１０月～９月に変更 

※市内循環バス、高津原のりあいタクシーは、Ｈ２４年３月 

まで経過処置対応 

 

Ｈ２３．４月 
市内循環バス 

※運行内容を変更：１２時⇒８時 
 

Ｈ２３．１０月 

市内循環バス 

※路線変更：「よらんね」撤去 

「執行分」「西部中前」新設 

 ※回数券の発行 

のりあいタクシー 

 ※路線変更：２路線を１路線に統合 

       高校線を新設（５便→６便） 

 ※運賃改定：高校生以下３００円⇒１００円 

 ※回数券の発行 

 

Ｈ２４．４月 
地域公共交通確保維持改善事業を利用して、市内循環バス、高

津原のりあいタクシーの運行を継続 
 

Ｈ２４．７月 
市内循環バス、高津原のりあいタクシーの運行期間をＨ２５年

９月まで継続 
 

Ｈ２５．６月 
市内循環バス、高津原のりあいタクシーの運行期間をＨ２６年

９月まで継続 
 

Ｈ２５．１０月 

市内循環バス 

※辻宿・農協前まで延長 

※ララベル内への乗り入れ開始 

高津原のりあいタクシー 

 ※ジャンボタクシーから小型タクシーへ変更 

 ※往路２便、復路 1便を増便 

 ※フリー降車区間を設ける 

  往路 別府整形外科～鹿島駅前 

 復路 鷲ノ巣～かんらん 
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年 月 内    容 備 考 

Ｈ２６．４月 
市内循環バス 

 ※ピオ・納富病院前バス停廃止 
 

Ｈ２６．６月 

市内循環バス、高津原のりあいタクシーの運行期間をＨ２７年

９月まで継続 

ただし、高津原のりあいタクシーについては、乗車数により廃

止を視野におく。 

 

Ｈ２６．１０月 

市内循環バス 

 ※ラッピングをかし丸くんへリニューアル 

（９月９日完成、９月１０日運行開始） 

高津原のりあいタクシー 

 ※高校線廃止 ９便→８便 

 ※運行時刻変更 

 

Ｈ２７．６月 

市内循環バス、高津原のりあいタクシーの運行期間をＨ２９年

３月まで継続 

※公共交通網形成計画を策定するまで現行のまま運行する。 

 

Ｈ２８．６月 
市内循環バス、高津原のりあいタクシーの運行期間をＨ２９年

９月まで継続※補助対象事業年度：１０月～翌年９月 
 

Ｈ２９．３月 

鹿島市地域公共交通網形成計画の策定 

※市内循環バス、高津原のりあいタクシーの運行はＨ３３年度

まで継続し、利用ニーズとの適合を図る。 

 

Ｈ２９．１０月 

・生活交通路線…一部見直し（太良線の一部をララベル経由） 

・廃止代替バス路線…廃線、減便、時刻・路線変更、曜日運行 

・市内循環バス…継続運行、時刻・路線見直し 

 ※執行分～九州労働金庫前を廃止、幸通り～体育館前を経由 

・高津原のりあいタクシー…継続運行、時刻・路線見直し、 

全線フリー降車の実施※天神様前、鷲ノ巣を廃止 

・予約型のりあいタクシー…廃代バス廃止代替として運行開始 

・乗車回数券の運用一部変更、乗継割引の開始 

広平線・新

籠線、能古

見線の一部

（柿原⇔尾

崎区間）の

廃止 

他廃代減便 

Ｈ３０．４月 

後期高齢者・運転免許証自主返納者・障がい者割引の開始 

市内循環バスとＪＲ等の乗継割引社会実験（Ｈ30.7月末まで） 

鹿島市待合室等改修整備事業費補助金の募集 

 

☆地域公共交通確保維持改善事業の事業年度 

Ｈ２３年度：Ｈ２３年 ４月～Ｈ２４年３月 ※経過処置 

Ｈ２４年度：Ｈ２４年 ４月～Ｈ２４年９月 

Ｈ２５年度：Ｈ２４年１０月～Ｈ２５年９月 

Ｈ２６年度：Ｈ２５年１０月～Ｈ２６年９月 

Ｈ２７年度：Ｈ２６年１０月～Ｈ２７年９月 

Ｈ２８年度：Ｈ２７年１０月～Ｈ２８年９月 

Ｈ２９年度：Ｈ２８年１０月～Ｈ２９年９月 

Ｈ３０年度：Ｈ２９年１０月～Ｈ３０年９月 

Ｈ３１年度：Ｈ３０年１０月～Ｈ３１年９月 

kikaku9
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市
内
循
環
バ
ス
の
委
託
料
推
移
（
同
月
対
比
）

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

合
計

H
2
8
年
度
3
7
5
,8
4
9
3
3
2
,4
8
2
3
6
1
,3
9
3
3
3
2
,4
8
2
3
4
6
,9
3
8
3
7
5
,8
4
9
3
6
1
,3
9
4
3
3
2
,4
8
2
3
7
5
,8
4
9
3
6
1
,3
9
3
3
7
5
,8
4
9
3
4
6
,9
3
8
4
,2
7
8
,8
9
8

H
2
9
年
度
3
6
1
,3
9
4
3
4
6
,9
3
8
3
6
1
,3
9
4
3
3
2
,4
8
2
3
3
2
,4
8
2
3
7
5
,8
4
9
3
4
6
,9
3
8
3
4
6
,9
3
8
3
7
5
,8
4
9
3
6
1
,3
9
3
3
7
5
,8
4
9
3
4
6
,9
3
8
4
,2
6
4
,4
4
4

H
3
0
年
度
2
7
5
,2
1
5
2
6
4
,2
0
6
2
7
5
,2
1
5
2
5
3
,1
9
7
2
5
3
,1
9
7
2
8
6
,2
2
3
2
6
4
,2
0
6
2
6
4
,2
0
6
2
8
6
,2
2
3
2
7
5
,2
1
5
2
8
6
,2
2
3
2
5
3
,1
9
7
3
,2
3
6
,5
2
3

H
2
8
年
度

6
2
,0
0
0
5
7
,3
0
0
3
8
,7
0
0
3
0
,1
0
0
4
2
,7
0
0
5
8
,3
0
0
4
4
,3
0
0
4
3
,8
0
0
4
4
,5
0
0
5
0
,6
0
0
4
9
,2
0
0
5
0
,9
0
0

5
7
2
,4
0
0

※
回
数
券
の
販
売
収
入
を
含
む

H
2
9
年
度

5
8
,7
0
0
3
2
,2
0
0
3
1
,6
0
0
3
4
,5
0
0
3
1
,7
0
0
4
4
,5
0
0
5
7
,4
0
0
4
8
,2
0
0
5
8
,5
0
0
5
6
,7
0
0
5
7
,1
0
0
5
5
,5
0
0

5
6
6
,6
0
0

※
回
数
券
の
販
売
収
入
を
含
む

H
3
0
年
度

6
0
,2
0
0
3
6
,1
0
0
4
3
,1
0
0
4
0
,8
0
0
3
4
,6
0
0
4
4
,2
0
0
4
9
,5
5
0
2
8
,1
1
0

3
3
6
,6
6
0
※
回
数
券
の
販
売
収
入
を
含
む

※
４
、
５
月
は
回
数
券
含
め
ず
暫
定
値

H
2
8
年
度

1
,4
8
4
,0
0
0

平
成
27
年
度
分

H
2
9
年
度

1
,5
7
8
,0
0
0

平
成
28
年
度
分

H
3
0
年
度

1
,5
0
9
,0
0
0

平
成
29
年
度
分

H
2
8
年
度
3
1
3
,8
4
9
2
7
5
,1
8
2
3
2
2
,6
9
3
3
0
2
,3
8
2
3
0
4
,2
3
8
3
1
7
,5
4
9
3
1
7
,0
9
4
2
8
8
,6
8
2
3
3
1
,3
4
9
3
1
0
,7
9
3
3
2
6
,6
4
9
2
9
6
,0
3
8
2
,2
2
2
,4
9
8
H
27
.1
0～

H
28
.9

H
2
9
年
度
3
0
2
,6
9
4
3
1
4
,7
3
8
3
2
9
,7
9
4
2
9
7
,9
8
2
3
0
0
,7
8
2
3
3
1
,3
4
9
2
8
9
,5
3
8
2
9
8
,7
3
8
3
1
7
,3
4
9
3
0
4
,6
9
3
3
1
8
,7
4
9
2
9
1
,4
3
8
2
,1
1
9
,8
4
4
H
28
.1
0～

H
29
.9

H
3
0
年
度
2
1
5
,0
1
5
2
2
8
,1
0
6
2
3
2
,1
1
5
2
1
2
,3
9
7
2
1
8
,5
9
7
2
4
2
,0
2
3
2
1
4
,6
5
6
2
3
6
,0
9
6
2
8
6
,2
2
3
2
7
5
,2
1
5
2
8
6
,2
2
3
2
5
3
,1
9
7
1
,3
9
0
,8
6
3
H
29
.1
0～

H
30
.9

循
環
バ
ス

運
行
経
費

運
賃
収
入

国
庫
補
助

委
託
料
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高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
の
委
託
料
推
移
（
同
月
対
比
）

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

合
計

H
2
8
年
度
1
5
4
,0
0
0
1
2
1
,0
0
0
1
4
3
,0
0
0
1
3
2
,0
0
0
1
2
1
,0
0
0
1
5
4
,0
0
0
1
4
3
,0
0
0
1
2
1
,0
0
0
1
4
3
,0
0
0
1
4
3
,0
0
0
1
2
1
,0
0
0
1
3
2
,0
0
0
1
,6
2
8
,0
0
0

H
2
9
年
度
1
4
5
,3
8
0
1
3
2
,0
0
0
1
4
3
,0
0
0
1
3
2
,0
0
0
1
2
2
,3
6
0
1
4
3
,0
0
0
1
3
2
,0
0
0
1
3
2
,0
0
0
1
4
3
,0
0
0
1
4
3
,0
0
0
1
4
4
,2
8
0
1
3
2
,0
0
0
1
,6
4
4
,0
2
0

H
3
0
年
度
1
5
3
,9
8
0
1
3
8
,0
0
0
1
3
8
,0
0
0
1
3
8
,0
0
0
1
3
9
,6
0
0
1
6
1
,0
0
0
1
4
0
,4
6
0
1
3
8
,0
0
0
1
4
9
,5
0
0
1
4
9
,5
0
0
1
2
6
,5
0
0
1
4
9
,5
0
0
1
,7
2
2
,0
4
0

H
2
8
年
度

2
9
,1
0
0
1
2
,0
0
0
2
3
,6
0
0
1
6
,4
0
0
2
1
,6
0
0
1
6
,3
0
0
1
7
,9
0
0
1
7
,4
0
0
2
1
,4
0
0
1
7
,9
0
0
2
2
,6
0
0
2
7
,3
0
0

2
4
3
,5
0
0
※
回
数
券
の
販
売
収
入
を
含
む

H
2
9
年
度

3
7
,8
0
0
2
1
,4
0
0
2
7
,0
0
0
1
7
,7
0
0
3
0
,9
0
0
1
2
,0
0
0

7
,7
0
0
2
5
,6
0
0
1
6
,8
0
0
1
8
,5
0
0
3
8
,7
0
0
3
9
,2
0
0

2
9
3
,3
0
0
※
回
数
券
の
販
売
収
入
を
含
む

H
3
0
年
度

3
2
,4
0
0
1
3
,1
0
0
1
7
,8
0
0
1
7
,9
0
0
1
5
,6
0
0
2
3
,1
0
0
2
0
,2
0
0
1
7
,8
0
0

1
5
7
,9
0
0
※
回
数
券
の
販
売
収
入
を
含
む

H
2
8
年
度

1
,1
5
9
,0
0
0
平
成
27
年
度
分

H
2
9
年
度

1
,1
9
8
,0
0
0
平
成
28
年
度
分

H
3
0
年
度

1
,2
1
2
,0
0
0
平
成
29
年
度
分

H
2
8
年
度
1
2
4
,9
0
0
1
0
9
,0
0
0
1
1
9
,4
0
0
1
1
5
,6
0
0
9
9
,4
0
0
1
3
7
,7
0
0
1
2
5
,1
0
0
1
0
3
,6
0
0
1
2
1
,6
0
0
1
2
5
,1
0
0
9
8
,4
0
0
1
0
4
,7
0
0

2
2
5
,5
0
0
H
27
.1
0～

H
28
.9

H
2
9
年
度
1
0
7
,5
8
0
1
1
0
,6
0
0
1
1
6
,0
0
0
1
1
4
,3
0
0
9
1
,4
6
0
1
3
1
,0
0
0
1
2
4
,3
0
0
1
0
6
,4
0
0
1
2
6
,2
0
0
1
2
4
,5
0
0
1
0
5
,5
8
0
9
2
,8
0
0

1
5
2
,7
2
0
H
28
.1
0～

H
29
.9

H
3
0
年
度
1
2
1
,5
8
0
1
2
4
,9
0
0
1
2
0
,2
0
0
1
2
0
,1
0
0
1
2
4
,0
0
0
1
3
7
,9
0
0
1
2
0
,2
6
0
1
2
0
,2
0
0
1
4
9
,5
0
0
1
4
9
,5
0
0
1
2
6
,5
0
0
1
4
9
,5
0
0

3
5
2
,1
4
0
H
29
.1
0～

H
30
.9

予
約
型
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
の
委
託
料
推
移
（
H
2
9
.1
0
運
行
開
始
）

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

合
計

運
行
経
費
H
3
0
年
度

7
2
0

7
,1
2
0

0
3
,1
2
0

2
,5
6
0

2
,6
4
0

2
,5
6
0

3
,6
0
0

2
2
,3
2
0

運
賃
収
入
H
3
0
年
度

3
0
0

1
,6
0
0

0
1
,2
0
0

9
0
0

9
0
0

8
0
0

1
,0
0
0

6
,7
0
0
※
回
数
券
の
販
売
収
入
を
含
む

国
庫
補
助
H
3
0
年
度

0

委
託
料

H
3
0
年
度

4
2
0

5
,5
2
0

0
1
,9
2
0

1
,6
6
0

1
,7
4
0

1
,7
6
0

2
,6
0
0

0
0

0
0

1
5
,6
2
0
H
29
.1
0～

H
30
.9

国
庫
補
助

委
託
料

予
約
型
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

運
行
経
費

運
賃
収
入
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平
均
乗
車
数
の
推
移
（
同
月
対
比
）
／
市
内
循
環
バ
ス

現
在

年
度

区
分

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

合
計

乗
車
数

2
1

8
1

6
8

1
4

9
1

2
8

1
4

8
1

4
4

1
0

7
1

0
5

9
5

1
0

2
1

1
7

1
2

3
1

,6
0

4

1
便
平
均
乗
車
数

1
.4

5
1

.1
7

0
.9

9
0

.9
3

1
.0

7
0

.9
2

0
.7

1
0

.7
6

0
.6

1
0

.6
8

0
.7

3
0

.8
5

0
.9

1

乗
車
数

1
6

9
1

5
7

1
4

0
1

3
7

1
2

9
1

1
9

1
5

7
1

9
9

2
0

8
1

9
3

2
1

2
1

9
2

2
,0

1
2

1
便
平
均
乗
車
数

1
.1

3
1

.0
9

0
.9

3
0

.9
9

0
.9

0
0

.7
6

1
.0

9
1

.3
8

1
.3

3
1

.2
9

1
.3

2
1

.3
9

1
.1

3

乗
車
数

3
0

2
2

2
6

2
1

5
1

9
4

1
7

3
1

9
6

2
0

6
2

0
5

2
2

5
2

9
2

2
2

0
2

3
5

2
,6

8
9

1
便
平
均
乗
車
数

1
.9

4
1

.5
7

1
.4

9
1

.4
1

1
.2

5
1

.3
1

1
.3

7
1

.4
2

1
.5

0
1

.8
7

1
.3

6
1

.7
0

1
.5

2

乗
車
数

2
8

3
3

0
9

2
9

3
2

3
0

2
2

4
2

3
0

2
5

9
2

0
2

2
7

5
2

5
5

2
3

5
2

3
8

3
,0

3
3

1
便
平
均
乗
車
数

1
.8

1
2

.1
5

2
.0

3
1

.6
7

1
.6

2
1

.5
3

1
.7

3
1

.4
0

1
.8

3
1

.6
3

1
.5

1
1

.6
5

1
.7

1

乗
車
数

3
6

5
2

4
1

2
6

1
2

2
9

2
4

4
2

1
2

2
5

6
2

3
4

3
0

7
3

0
0

2
8

0
3

1
8

3
,2

4
7

1
便
平
均
乗
車
数

2
.3

4
1

.6
7

1
.7

4
1

.6
6

1
.7

7
1

.4
1

1
.7

1
1

.7
0

1
.9

7
1

.9
2

1
.7

9
2

.3
0

1
.8

3

乗
車
数

3
2

6
2

9
5

2
3

0
1

6
5

2
4

6
2

9
2

2
3

5
2

4
6

2
5

3
3

0
0

2
9

1
2

6
8

3
,1

4
7

1
便
平
均
乗
車
数

2
.0

9
2

.1
4

1
.5

3
1

.2
0

1
.7

1
1

.8
7

1
.5

7
1

.7
8

1
.6

2
2

.0
0

1
.8

7
1

.8
6

1
.7

7

乗
車
数

3
5

1
2

2
7

2
4

0
2

3
7

2
2

9
3

0
1

2
8

2
2

7
3

3
1

4
3

0
6

2
9

7
2

8
8

3
,3

4
5

1
便
平
均
乗
車
数

2
.3

4
1

.5
8

1
.6

0
1

.7
2

1
.6

6
1

.9
3

1
.9

6
1

.9
0

2
.0

1
2

.0
4

1
.9

0
2

.0
0

1
.8

9

乗
車
数

3
3

8
1

8
1

2
1

9
2

0
3

1
7

3
2

2
6

5
1

5
6

3
3

2
,4

8
8

1
便
平
均
乗
車
数

2
.2

5
1

.2
6

1
.4

6
1

.4
7

1
.2

5
1

.4
5

3
.5

8
4

.4
0

2
.1

4

乗
車
数

2
1

,5
6

5

1
便
平
均
乗
車
数

1
.5

9

H
2
5
年
度

(H
2
4
.1
0
～

H
2

5
.9

)

全
　
体

H
2
3
年
度

(H
2
2
.1
0
～

H
2

3
.9

)

H
2
4
年
度

(H
2
3
.1
0
～

H
2

4
.9

)

2
0
1
8
年
6
月

H
2
6
年
度

(H
2
5
.1
0
～

H
2

6
.9

)

H
2
7
年
度

(H
2
6
.1
0
～

H
2

7
.9

)

H
2
8
年
度

(H
2
7
.1
0
～

H
2

8
.9

)

H
2
9
年
度

(H
2
8
.1
0
～

H
2

9
.9

)

H
3
0
年
度

(H
2
9
.1
0
～

H
3

0
.9

)

1
.4

5
 

1
.1

7
 

0
.9

9
 

0
.9

3
 

1
.0

7
 

0
.9

2
 

0
.7

1
 

0
.7

6
 

0
.6

1
 

0
.6

8
 

0
.7

3
 

0
.8

5
 

1
.1

3
 

1
.0

9
 

0
.9

3
 

0
.9

9
 

0
.9

0
 

0
.7

6
 

1
.0

9
 

1
.3

8
 

1
.3

3
 

1
.2

9
 

1
.3

2
 

1
.3

9
 

1
.9

4
 

1
.5

7
 

1
.4

9
 

1
.4

1
 

1
.2

5
 

1
.3

1
 

1
.3

7
 

1
.4

2
 

1
.5

0
 

1
.8

7
 

1
.3

6
 

1
.7

0
 

1
.8

1
 

2
.1

5
 

2
.0

3
 

1
.6

7
 

1
.6

2
 

1
.5

3
 

1
.7

3
 

1
.4

0
 

1
.8

3
 

1
.6

3
 

1
.5

1
 

1
.6

5
 

2
.3

4
 

1
.6

7
 

1
.7

4
 

1
.6

6
 

1
.7

7
 

1
.4

1
 

1
.7

1
 

1
.7

0
 

1
.9

7
 

1
.9

2
 

1
.7

9
 

2
.3

0
 

2
.0

9
 

2
.1

4
 

1
.5

3
 

1
.2

0
 

1
.7

1
 

1
.8

7
 

1
.5

7
 

1
.7

8
 

1
.6

2
 

2
.0

0
 

1
.8

7
 

1
.8

6
 

2
.3

4
 

1
.5

8
 

1
.6

0
 

1
.7

2
 

1
.6

6
 

1
.9

3
 

1
.9

6
 

1
.9

0
 

2
.0

1
 

2
.0

4
 

1
.9

0
 

2
.0

0
 

2
.2

5
 

1
.2

6
 

1
.4

6
 

1
.4

7
 

1
.2

5
 

1
.4

5
 

3
.5

8
 

4
.4

0
 

0

0
.51

1
.52

2
.53

3
.54

4
.55

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

平均乗車数

1
便
当
た
り
平
均
乗
車
数
の
推
移
（
同
月
対
比
）
／
循
環
バ
ス

H
2

2
年

1
0
月
～

H
2

3
年

9

月 H
2

3
年

1
0
月
～

H
2

4
年

9

月 H
2

4
年

1
0
月
～

H
2

5
年

9

月 H
2

5
年

1
0
月
～

H
2

6
年

9

月 H
2

6
年

1
0
月
～

H
2

7
年

9

月

kikaku9
スタンプ

densan1
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平
均
乗
車
数
の
推
移
（
同
月
対
比
）
／
高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
（
H
2
2
年
1
0
月
運
行
開
始
）

現
在

年
度

区
分

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

合
計

利
用
者
数

5
7

3
2

5
4

4
9

5
3

7
2

6
9

2
2

2
8

5
3

4
0

6
0

5
8

9

１
便
平
均
乗
車
数

0
.8

8
0

.5
3

0
.9

0
0

.8
2

0
.8

8
1

.0
3

1
.0

6
0

.4
0

0
.4

3
0

.8
2

0
.6

7
0

.9
2

0
.7

8

利
用
者
数

6
5

9
3

7
2

5
4

7
5

7
8

5
9

6
2

8
0

5
0

8
6

4
9

8
2

3

１
便
平
均
乗
車
数

0
.8

3
1

.2
9

0
.9

2
0

.7
5

1
.1

4
1

.0
0

0
.8

2
0

.8
6

1
.0

3
0

.6
4

1
.1

9
0

.6
8

0
.9

3

利
用
者
数

9
2

9
1

8
3

5
4

6
0

6
3

4
9

5
8

6
2

6
1

7
0

6
0

8
0

3

１
便
平
均
乗
車
数

1
.1

8
1

.2
6

1
.0

6
0

.7
5

0
.8

3
0

.8
1

0
.6

3
0

.8
1

0
.7

9
0

.7
8

0
.9

7
0

.8
3

0
.8

9

利
用
者
数

8
1

7
8

6
9

6
2

6
9

5
6

5
4

6
7

7
0

8
7

7
4

7
3

8
4

0

１
便
平
均
乗
車
数

0
.6

4
0

.7
2

0
.6

4
0

.5
7

0
.7

0
0

.4
8

0
.5

0
0

.6
2

0
.6

5
0

.6
9

0
.6

9
0

.6
8

0
.6

3

利
用
者
数

7
2

7
7

5
8

4
0

6
5

6
0

7
1

6
5

7
4

6
8

6
8

7
8

7
9

6

１
便
平
均
乗
車
数

0
.6

9
0

.7
4

0
.6

0
0

.4
2

0
.6

8
0

.6
3

0
.6

8
0

.6
8

0
.7

1
0

.6
5

0
.7

7
0

.8
1

0
.6

7

利
用
者
数

8
6

5
6

7
9

7
7

6
1

7
1

5
4

5
3

7
8

8
1

8
0

9
3

8
6

9

１
便
平
均
乗
車
数

0
.7

7
0

.6
4

0
.7

6
0

.8
0

0
.6

9
0

.6
3

0
.5

2
0

.6
0

0
.7

5
0

.7
8

0
.9

1
0

.9
7

0
.7

4

利
用
者
数

1
2

5
7

9
1

1
0

6
6

7
3

7
0

6
1

7
0

6
6

7
9

1
1

7
8

4
1

,0
0

0

１
便
平
均
乗
車
数

1
.2

0
0

.8
2

1
.0

6
0

.6
9

0
.8

3
0

.6
7

0
.6

4
0

.7
3

0
.6

3
0

.7
6

1
.1

3
0

.8
8

0
.8

4

利
用
者
数

1
3

6
6

4
8

1
8

3
7

8
9

8
9

3
8

7
7

2
0

１
便
平
均
乗
車
数

1
.3

1
0

.6
7

0
.8

4
0

.8
6

0
.8

1
0

.8
8

0
.9

7
0

.9
1

0
.9

1

利
用
者
数

6
,4

4
0

１
便
平
均
乗
車
数

0
.7

9
全
体

H
2
3
年
度

(H
2
2
.1
0
～

H
2

3
.9

)

H
2
4
年
度

(H
2
3
.1
0
～

H
2

4
.9

)

H
2
5
年
度

(H
2
4
.1
0
～

H
2

5
.9

)

2
0
1
8
年
6
月

H
2
6
年
度

(H
2
5
.1
0
～

H
2

6
.9

)

H
2
7
年
度

(H
2
6
.1
0
～

H
2

7
.9

)

H
2
8
年
度

(H
2
7
.1
0
～

H
2

8
.9

)

H
3
0
年
度

(H
2
9
.1
0
～

H
3

0
.9

)

H
2
9
年
度

(H
2
8
.1
0
～

H
2

9
.9

)

0
.8

8
 

0
.5

3
 

0
.9

0
 

0
.8

2
 

0
.8

8
 

1
.0

3
 

1
.0

6
 

0
.4

0
 

0
.4

3
 

0
.8

2
 

0
.6

7
 

0
.9

2
 

0
.8

3
 

1
.2

9
 

0
.9

2
 

0
.7

5
 

1
.1

4
 

1
.0

0
 

0
.8

2
 

0
.8

6
 

1
.0

3
 

0
.6

4
 

1
.1

9
 

0
.6

8
 

1
.1

8
 

1
.2

6
 

1
.0

6
 

0
.7

5
 

0
.8

3
 

0
.8

1
 

0
.6

3
 

0
.8

1
 

0
.7

9
 

0
.7

8
 

0
.9

7
 

0
.8

3
 

0
.6

4
 

0
.7

2
 

0
.6

4
 

0
.5

7
 

0
.7

0
 

0
.4

8
 

0
.5

0
 

0
.6

2
 

0
.6

5
 

0
.6

9
 

0
.6

9
 

0
.6

8
 

0
.6

9
 

0
.7

4
 

0
.6

0
 

0
.4

2
 

0
.6

8
 

0
.6

3
 

0
.6

8
 

0
.6

8
 

0
.7

1
 

0
.6

5
 

0
.7

7
 

0
.8

1
 

0
.7

7

0
.6

4
 

0
.7

6
 

0
.8

0
 

0
.6

9
 

0
.6

3
 

0
.5

2
 

0
.6

0

0
.7

5
 

0
.7

8
 

0
.9

1
 

0
.9

7
 

1
.2

0
 

0
.8

2
 

1
.0

6
 

0
.6

9
 

0
.8

3
 

0
.6

7
 

0
.6

4
 

0
.7

3
 

0
.6

3
 

0
.7

6
 

1
.1

3
 

0
.8

8
 

1
.3

1
 

0
.6

7
 

0
.8

4
 

0
.8

6
 

0
.8

1
 

0
.8

8
 

0
.9

7
 

0
.9

1
 

0
.0

0

0
.2

0

0
.4

0

0
.6

0

0
.8

0

1
.0

0

1
.2

0

1
.4

0

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

平均乗車数

1
便
当
た
り
平
均
乗
車
数
の
推
移
（
同
月
対
比
）
／
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

Ｈ
2

2
年

1
0
月
～
Ｈ

2
3
年

9
月

Ｈ
2

3
年

1
0
月
～
Ｈ

2
4
年

9
月

Ｈ
2

4
年

1
0
月
～
Ｈ

2
5
年

9
月

Ｈ
2

5
年

1
0
月
～
Ｈ

2
6
年

9
月

Ｈ
2

6
年

1
0
月
～
Ｈ

2
7
年

9
月

Ｈ
2

7
年

1
0
月
～
Ｈ

2
8
年

9
月

Ｈ
2

8
年

1
0
月
～

H
2

9
年

9
月

Ｈ
2

9
年

1
0
月
～
Ｈ

3
0
年

9
月

kikaku9
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稼働率・平均乗車数の推移（同月対比）／予約型のりあいタクシー【能古見線】（H29年10月運行開始） 現在

年度 区分
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

合計

利用者数
0 2 0 0 0 0 0 0 2

１便平均乗車数
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

稼働率
0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%

利用者数 2
１便平均乗車数

0.13

稼動率 0.5%

稼働率・平均乗車数の推移（同月対比）／予約型のりあいタクシー【北鹿島線】（H29年10月運行開始） 現在

年度 区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計

利用者数
1 2 0 4 3 3 3 4 20

１便平均乗車数
1.00 1.00 0.00 1.33 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92

稼働率 2.1% 4.2% 0.0% 6.8% 6.8% 6.3% 6.3% 8.3% 5.1%

利用者数 20
１便平均乗車数

0.92

稼動率 5.1%

全体

2018年6月

H30年度
(H29.10～

H30.9)

2018年6月

H30年度
(H29.10～

H30.9)

全体

1.00 1.00 

0.00 

1.33 

1.00 1.00 1.00 1.00 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

平
均
乗
車
数

1便当たり平均乗車数の推移（同月対比）／予約型のりあいタクシー（北鹿島線）

Ｈ29年10月～Ｈ30年9

月

2.1%

4.2%

0.0%

6.8% 6.8%

6.3% 6.3%

8.3%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

稼
働
率

稼働率の推移（同月対比）／予約型のりあいタクシー（北鹿島線）

H29年10月～H30年9

月

0.00 

1.00 

0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

平
均
乗
車
数

1便当たり平均乗車数の推移（同月対比）／予約型のりあいタクシー（能古見線）

Ｈ29年10月～Ｈ30年9

月

0.0%

4.2%

0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

稼
働
率

稼働率の推移（同月対比）／予約型のりあいタクシー（能古見線）

H29年10月～H30年9

月

kikaku9
スタンプ



質
問

1
　

行
先

に
つ

い
て

、
よ

け
れ

ば
学

年
や

勤
務

先
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

　
　

　
　

□
　

鹿
島

高
校

（
赤

門
学

舎
）

　
※

鹿
島

高
校

　
　

　
（

　
　

）
年

生

　
　

　
　

□
　

鹿
島

高
校

（
大

手
門

学
舎

）
※

鹿
島

実
業

高
校

　
（

　
　

）
年

生

　
　

　
　

□
　

そ
の

他
（

通
勤

利
用

）
　

　
勤

務
先

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

質
問

２
　

性
別

に
つ

い
て

教
え

て
下

さ
い

。
 　

　
　

□
　

男
性

　
　

　
□

　
女

性

質
問

３
　

バ
ス

利
用

前
の

通
学

・
通

勤
方

法
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（

複
数

可
）

　
　

　
　

□
　

徒
歩

　
□

　
自

転
車

　
□

　
家

族
の

送
迎

　
□

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）

質
問

４
　

今
回

の
割

引
期

間
は

７
月

末
で

終
了

し
ま

す
が

、
今

後
、

市
内

循
環

バ
ス

の
運

賃
　

　
　

　
が

い
く

ら
で

あ
れ

ば
利

用
す

る
と

思
い

ま
す

か
？

　
　

　
　

□
　

無
料

　
□

　
５

０
円

　
□

　
１

０
０

円
　

□
　

そ
の

他
（

　
　

　
　

）
円

質
問

５
　

今
後

有
料

に
な

っ
た

場
合

、
ど

の
よ

う
な

シ
チ

ュ
エ

ー
シ

ョ
ン

で
あ

れ
ば

利
用

が
　

　
　

　
考

え
ら

れ
ま

す
か

？
（

複
数

可
）

　
　

　
　

□
　

小
雨

　
□

　
大

雨
　

□
　

荷
物

が
多

い
日

　
□

　
疲

労
・

体
調

不
良

　
　

　
　

□
　

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

□
　

利
用

し
な

い

　 質
問

６
　

帰
宅

す
る

便
で

何
時

く
ら

い
の

便
が

あ
れ

ば
利

用
が

考
え

ら
れ

ま
す

か
？

　
　

　
　

　
※

目
安

の
時

刻
は

、
（

乗
車

時
間

→
）

〇
〇

:〇
〇

～
〇

〇
:〇

〇
（

←
降

車
時

間
※

鹿
島

Ｂ
Ｃ

着
）

　
　

　
　

□
　

1
5

:0
0

～
1

5
:3

0
　

□
　

1
5

:3
0

～
1

6
:0

0
　

□
　

1
6

:0
0

～
1

6
:3

0

　
　

　
　

□
　

1
6

:3
0

～
1

7
:0

0
　

□
　

1
7

:0
0

以
降

　
□

　
帰

り
は

利
用

し
な

い

質
問

７
　

そ
の

他
ご

意
見

・
ご

要
望

等
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
、

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 　
　

 ・
た

す
か

る
　

　
　

・
９

月
末

ま
で

は
無

料
で

バ
ス

を
利

用
し

た
い

（
暑

い
か

ら
）

　
　

　
･無

料
な

の
で

利
用

し
や

す
い

で
す

　
　

　
・
鹿

島
小

学
校

前
か

ら
鹿

島
駅

ま
で

の
本

数
を

増
や

し
て

ほ
し

い
（
無

料
で

）

「
市

内
循

環
バ

ス
と

Ｊ
Ｒ

等
と

の
乗

継
割

引
の

社
会

実
験

に
関

す
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議案書／第１回協議会 

 

協議１ 市内公共交通路線再編（案）について 

Ｈ29．３月に策定した鹿島市地域公共交通網形成計画に基づき、交通事業者等と協議

し、Ｈ29．10 月に市内公共交通路線の再編を実施したところ。その後の乗降調査や利

用者の意見等を検証し、引き続き再編の必要性があることから、今後地元説明を経て以

下のとおり交通路線の再編を行いたい。 

 

●生活交通路線について 

  市内においては特に変更なし。 

  ただし、Ｈ30．4月に武雄庁舎移動による祐徳線の路線見直しがされており、今後嬉

野医療センターの移設や、太良町が策定した地域交通網形成計画等に基づき、関係路

線の再編が随時予定されている。 

 

●廃止路線代替バス路線について 

 １）山浦線 ※要地元調整 

①路 線 変 更：Ｈ３１．４から路線廃止、デマンド型交通へ移行 

②撤去停留所：長野、山浦、山方、野口、川内、権現橋、構江、筒口（農協前～鹿島

バスセンター） 

 

 ２）矢答線 ※要地元調整 

①路 線 変 更：Ｈ３１．４から路線廃止、デマンド型交通へ移行 

②撤去停留所：矢答、婦人ホーム前、花取、田代、鮒越、好日の園（鮒越入口～鹿島

バスセンター） 

  

●市内循環バス路線・のりあいタクシー路線について 

３）市内循環バス・・・別添資料（Ｐ１） 

   ①路線・時刻：Ｈ３０．１０から別紙のとおりダイヤ改正 

 ②運   賃：（現 行）大人２００円、高校生以下１００円、未就学児無料 

（変更案）１００円（ワンコイン）、未就学児無料 

   ③そ の 他：現在実施している高齢者等 100円割引については廃止する 

 

 ４）高津原のりあいタクシー（高津原線） 

今年度の変更はなし。 

ただし、今後国庫補助対象外となった場合、乗車率の悪い便を１便～２便廃止し、翌

年度以降も達成できない場合は、路線の廃止を行う。 
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 ５）予約型のりあいタクシー（能古見線・北鹿島線）・・・別添資料（Ｐ２～３） 

①停留所変更：北鹿島線の志田病院（こもれび前）を、志田病院前に変更 

旧 志田病院（こもれび前） 大字中村２１３２番地１ 

新 志田病院前 大字中村２１３４番地４ 

②路線・時刻：両路線とも別紙のとおり（7：30便の追加）変更 

③運 行 計 画：両路線とも週３回の２往復から平日運行の往路３便、復路２便とし、

運賃、乗降箇所及び事前登録等の要領は変更なし 

 

 ６）予約型のりあいタクシー（能古見線）・・・Ｈ31.4運行エリア拡大 ※要地元調整 

   ①対 象 区 域：（現 行）広平、中川内の一部（金原地区等）、中木庭 

         （追 加）番在開拓、白鳥尾、山浦、山浦開拓、川内、筒口、南川の

一部（構江地区） 

②停 留 所：変更なし（三河内、大井手、農協前、ララベル） 

③路線・時刻：別添資料（【新】手引き）のとおり（1日 5便） 

④運   賃：（現 行）大人５００円、高校生以下２００円、未就学児無料 

       （変更案）以下のとおり（行政区によって異なる） 

広平・中木庭・番在開

拓、白鳥尾 

大人５００円、高校生以下２００円 

中川内の一部（金原地区

等）、山浦、山浦開拓 

大人４００円、高校生以下１５０円 

川内、筒口、南川の一

部（構江地区） 

大人３００円、高校生以下１００円 

        全区域において、未就学児は無料 

⑤運 行 計 画：別添資料（【新】手引き）のとおり 

 

 ７）予約型のりあいタクシー（古枝線）・・・Ｈ31.4運行開始 ※要地元調整 

   ①対 象 区 域：矢答、七開、鮒越 

②新規停留所：既存停留所を併用する 

（鮒越入口、祐徳稲荷神社前、古枝小学校前、ララベル） 

③路線・時刻：別添資料（【新】手引き）のとおり（1日 5便） 

④運   賃：以下のとおり（行政区によって異なる） 

矢答 大人５００円、高校生以下２００円 

七開 大人４００円、高校生以下１５０円 

鮒越 大人３００円、高校生以下１００円 

        全区域において、未就学児は無料 

⑤運 行 計 画：別添資料（【新】手引き）のとおり 
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生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

平成３０年６月●●日 

 

          （名称）鹿島市地域公共交通活性化協議会           
  

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

鹿島市生活交通確保維持改善計画 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

鹿島市における公共交通は、現在路線バス、市内循環バス、高津原のりあいタクシー、予

約型のりあいタクシー及び鉄道（ＪＲ長崎本線）で構成される。路線バスは、山間部と市街

地を結ぶ廃止代替路線と当市とその他市町を結ぶ生活交通路線がある。市内循環バス、高津

原のりあいタクシーは、交通弱者の生活するための移動手段の確保と交通空白地域の解消を

目的とし、平成 22年 10月から地域公共交通活性化・再生総合事業を活用し、市内の主な病

院、商業施設と交通空白地域を周回運行しており、平成 29年 10月からは一部地域の廃代代

替路線をデマンド型交通へと移行し、予約型のりあいタクシーの運行を開始した。 

特に、市内を走るこれらのバスは、交通弱者にとって生活の足として大きな役割を担って

おり、これからの超高齢化社会に向けて移動手段の確保は、重要な課題である。 

そのため、平成 29 年度に策定した「鹿島市地域公共交通網形成計画」と整合性を取りな

がら、これらの交通網について、より住民ニーズに沿った形で見直しを加え、より便利な交

通網の確立を図らなければならない。 

そこで、交通空白地域を解消し、交通弱者の生活の足として定着を図るため、市内循環バ

ス、高津原のりあいタクシー及び予約型のりあいタクシーを継続運行することで市民（特に

交通弱者）が安心で便利な交通網の確立を図ることが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

１）事業の目標 

市民（特に交通弱者）の移動手段を確保し、既存資源を利用した効率的かつ利便性を維持

した公共交通ネットワークの構築のため、平均乗車数について以下のような目標を設定す

る。※高津原のりあいタクシーは１回（往復）あたりの数値、予約型のりあいタクシーは稼働率 

            （H30年度※）  （H31年度）  （H32年度）  （H33年度） 

市内循環バス      2.14人/1便  2.20人/1便  2.25人/1便  2.30人/1便 

高津原のりあいタクシー 1.81人/1便  2.20人/1便  2.40人/1便  2.60人/1便 

予約型のりあいタクシー 

（能古見線） 稼働率  0.5％ 稼働率 30.0％   同左       同左 

（北鹿島線） 稼働率  5.1％ 稼働率 30.0％   同左       同左 

※参考：H30年度実績値（H30.5時点）、目標値：鹿島市地域公共交通網形成計画 P62 参照 

（２）事業の効果 

 

 循環バス、高津原のりあいタクシー及び予約型のりあいタクシーを継続運行することで、

以下の効果が期待される。 

１．交通弱者に対する移動手段が確保できる。 

２．市内の主要拠点・交通結節点へのアクセスが確保され、利便性の向上が図られる。 

３．需要の高い交通空白地域に対する公共交通網を確保できる。 

４．公共交通の情報提供等により、新たな需要を創出できる。 

５．運行コストや地域からの協力を考慮した持続可能な公共交通網を構築できる。 
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３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

 ・市内路線（廃止代替路線）の再編（協議会、事業者） 

 ・周辺地域を対象としたデマンドタクシーの運行の検討（協議会、事業者） 

 ・市内循環バス、高津原のりあいタクシーの再編の検討（協議会、事業者） 

 ・公共交通機関同士の乗り継ぎ強化（交通結節点形成に向けた運行ダイヤの設定、時刻表

及びホームページの作成）（協議会、事業者） 

 ・施設所有者との連携による待合室の設置（協議会、事業者、施設所有者） 

 ・免許自主返納に関連した割引制度の利用促進（鹿島市、事業者、警察署） 

 ・公共交通に関する広報活動の展開（協議会、事業者、観光協会、商工会議所、老人クラ

ブ、民生児童委員連絡協議会） 

  

 （鹿島市地域公共交通網形成計画 P51 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

 

①路線図 

 別添 路線図 参照 

②予定している時刻表・運行期間 

 別添 時刻表 参照 

③運送事業者の決定方法 

運送事業者の選定に当たっては、平成２２年１０月からの実証運行での、ガイドライ

ンに基づき、利用者の利便性、緊急時の対応能力を考慮するとともに、地元の交通事情

に熟知し、既存路線との調整が容易な市内のバス事業者１社、タクシー事業者１社に選

定した。また、市内循環バスと高津原のりあいタクシーを運行するにあたり、当協議会

の構成員として、積極的に協議参加、協力していただいている。 

本事業を実施するに当たり、市のＨＰに運送事業の計画を掲載するなどして一定期間

公開を行った上で、これまでの運行実績や本事業へのスムーズな移行及び継続運行によ

る利用者の安心感、親密感を考慮し、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号、

鹿島市随意契約取扱要領第３条第３項の規定に基づき、市内循環バスを祐徳バス株式会

社、高津原のりあいタクシー及び予約型のりあいタクシーを有限会社再耕庵タクシーと

随意契約をする。 

④補足資料 

市内循環バスは、交通空白地区の居住地域と病院、商業施設、公共機関を循環する路

線を設定した。また、鹿島バスセンターで路線バスや幹線バス路線と接続させた。 

高津原のりあいタクシーの高津原線では、交通空白地区の居住地域と病院、商業施設

を往復する路線を設定した。また、「鹿島駅前」停留所で、ＪＲ、路線バス、幹線バス

路線と接続させた。 

予約型のりあいタクシーの北鹿島線では、交通空白地区の居住地域と病院、商業施設

を往復する路線を設定し、「鹿島駅前」停留所で、ＪＲ、路線バス、幹線バス路線と接

続させ、能古見線では、交通空白地区の居住地域と商業施設を往復する路線を設定し、

「ララベル」停留所で、路線バス、幹線バス路線と接続させた。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 

鹿島市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から

差し引いた差額分を負担することとしている。  
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６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

祐徳バス株式会社 

有限会社 再耕庵タクシー 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

該当なし 

８．別表１の補助事業の基準二に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３

回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

９．別表１の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

10．生産性向上の取組にかかる取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

該当なし 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

該当なし 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

１）事業の目標 

該当なし 

（２）事業の効果 

該当なし 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者【車

両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようと

する場合のみ】 

該当なし 
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16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

17．協議会の開催状況と主な議論  

 

第 1回 平成 29年 8月  8日 平成 30年度事業計画及び予算承認、平成 30年度生活交通 

確保維持改善計画承認 

第 2回 平成 29年 11月 10日 平成 29年度事業及び決算報告、高齢者等割引制度承認 

第 3回 平成 30年  2月 21日 平成 29年度生活交通確保維持改善事業に関する事業評価報 

告（H30.1.19書面議決）、平成 30年度利用促進事業承認 

第 1回 平成 30年 6月 14日 運行計画協議（市内循環線ダイヤ及び予約型のりあいタク 

シー運行内容見直し）、平成 31 年度生活交通確保維持改善

計画承認 

 

18．利用者等の意見の反映状況 

協議会の構成員には、市民や利用者の代表として、市区長会、老人クラブ連合会、鹿島市

ＰＴＡ連合会、民生児童委員連絡協議会、市内小中学校代表者、鹿島商工会議所の代表者が

入っており、事業計画等に対しても意見等を反映して作成した。 

19．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 佐賀県 地域交流部 さが創生推進課 

関係市区町村 鹿島市 総務部 企画財政課 

交通事業者・交通施

設管理者等 

祐徳バス株式会社 

有限会社再耕庵タクシー 

鹿島警察署交通課 

杵藤土木事務所管理課 

九州旅客鉄道株式会社 

佐賀県バス・タクシー協会 

鹿島市（都市建設課） 

地方運輸局 国土交通省 九州運輸局 佐賀運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

鹿島市区長会 

老人クラブ連合会 

鹿島市ＰＴＡ連合会 

鹿島市民生児童委員連絡協議会 

市内小中学校代表者 

鹿島商工会議所 

公共交通運転手（祐徳バス株式会社バス運転手） 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）佐賀県鹿島市大字納富分 2643-1            

（所 属）鹿島市役所 総務部 企画財政課             

（氏 名）宮﨑 剛史                      

（電 話）0954-63-2101                     

（e-mail）tsuyoshi-miyazaki@city.saga-kashima.lg.jp 
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・維

持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
行
予
定
者
（地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

3
1
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の

別

基
準
ロ
で

該
当
す
る

要
件

接
続
す
る
補
助
対
象

地
域
間
幹
線
系
統
等

と
の
接
続
確
保
策

基
準
ニ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（循
環
）
第
1便

1
0
.0
km

（循
環
）
第
2
～
6
便

1
2
.0
km

往
6
.9
km

復
6
.9
km

往
km

復
km

往
km

復
km

往
km

復
km

往
km

復
km

往
km

復
km

往
km

復
km

（
注
）

１
．
区
域
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「
経
由
地
」
に
営
業
区
域
を
記
す
る
こ
と
と
し
、
「
系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

２
．
「
系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）
ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「
循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

３
．
「
再
編
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（
別
表
９
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」
を
記
載
す
る
。

４
．
「
運
行
態
様
の
別
」
に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
確
保
策
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

６
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。

祐
徳
バ
ス
株
式
会
社

③
路
線
定
期

①

地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
祐

徳
バ
ス
の
佐
賀
線
、
祐
徳
線
、

嬉
野
線
、
吉
田
線
及
び
太
良

線
と
鹿
島
B
C
停
留
所
に
て
接

続
2
9
4

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
及
び
別
表
９
）

市
区
町
村

運
行
予
定
者
名

運
行
系
統
名

（
申
請
番
号
）

運
行
系
統

再 編 特 例 措 置

系
統

キ
ロ
程

計
画
運

行
日
数

計
画
運

行
回
数

(4
)

北
鹿
島
線

北
鹿
島

東
部
地
区

(5
)

(3
)

能
古
見
線

広
平
・
中

木
庭
地
区

2
9
4
回 回

6
0
2
.5

(2
)

高
津
原
線

か
ん
ら
ん

中
ノ
谷

鹿
島
駅
前

日
1
,4
7
0
回

2
9
4

鹿
島
B
C

市
役
所

エ
イ
ブ
ル

鹿
島
B
C

市
内
循
環
線

(1
)

地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
祐

徳
バ
ス
の
嬉
野
線
及
び
太
良

線
と
誕
生
院
前
停
留
所
及
び
ラ

ラ
ベ
ル
停
留
所
に
て
接
続

① ①

地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
祐

徳
バ
ス
の
佐
賀
線
、
祐
徳
線
、

嬉
野
線
、
吉
田
線
及
び
太
良

線
と
鹿
島
B
C
停
留
所
に
て
接

続

日
回

日

6
0
2
.5
回

区
域

日

①

区
域

①

2
4
1

日

1
4
9
日

5
9
6
回

路
線
定
期

①

(7
)

日
回回

(8
)

日
回

鹿
島
市

日
(6
)

2
4
1

有
限
会
社

再
耕
庵
タ
ク
シ
ー

地
域
間
幹
線
系
統
で
あ
る
祐

徳
バ
ス
の
佐
賀
線
、
祐
徳
線
、

嬉
野
線
、
吉
田
線
及
び
太
良

線
と
鹿
島
B
C
停
留
所
に
て
接

続

③
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

算定式

対象人口×150円＋200万円

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。
「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

　

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑭）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

国庫補助上限額

5,017,000

対　象　人　口

20,114

市区町村名 鹿島市

人　口

人口集中地区以外 20,114

交通不便地域

人　口 対象地区 根拠法

densan1
テキスト ボックス
-２３-



鹿
島
市
人
口
集
中
地
区
（
平
成
2
7
年
国
勢
調
査
報
告
書
）
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事業期間

　平成３０年１０月１日～平成３１年９月３０日

前年度からの変更点

・市内循環バスのダイヤを変更し、運行を継続（H30.10～）

・高津原のりあいタクシーの運行を継続（H30.10～）

・予約型のりあいタクシーの運行内容を変更し、運行を継続（H30.10～）

・市内循環バスの運賃改定（ワンコイン）（Ｈ30.10～）

・待合室等改修整備事業費補助金の随時募集・事業実施

　（老朽化したバス停ベンチの交換など年間１箇所を目標に継続する。）

日時 事業名

平成３０年１０月１日～６日

市内循環バス、高津原のりあいタクシー及
び予約型のりあいタクシー学生・高齢者・
障がい者（介護人）・運転免許自主返納者
無料運行

平成３０年１０月１日～ 市内循環バスの運賃改定（ワンコイン）

平成３０年１１月
鹿島市地域公共交通会議及び
鹿島市地域公共交通活性化協議会

平成３１年２月
鹿島市地域公共交通会議及び
鹿島市地域公共交通活性化協議会

平成３１年４月

市内循環バス、高津原のりあいタクシー及
び予約型のりあいタクシー学生・高齢者・
障がい者（介護人）・運転免許自主返納者
無料運行

平成３１年６月
鹿島市地域公共交通会議及び
鹿島市地域公共交通活性化協議会

平成３１年６月 生活交通確保維持改善計画申請書提出

平成３１年度事業計画（案）
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【歳入】

款 項 目 金額（千円）

１　負担金 １　負担金 １　負担金 3,400 鹿島市負担金

２　補助金 １　補助金 １　補助金 0

３　繰越金 １　繰越金 １　繰越金 3,343 見込み額（H30.10決算予定）

４　諸収入 １　諸収入 １　雑収 0

6,743

【歳出】

款 項 目 金額（千円）

１　会議費 0

２　事務費 0

市内循環バス委託料 1,627,000

高津原のりあいタクシー委託料 67,000

予約型のりあいタクシー委託料 608,000

待合室改修 500,000

時刻表・手引き作成 250,000

無料運行期間運賃負担 50,000

消耗品費等 200,000

３　予備費 １　予備費 １　予備費 3,441
※高津原のりあいタク
シー補助金分補填財源 1,350,000

6,743

１　総務費 １　総務管理費

計

２　事業費 １　事業推進費 １　事業費 3,302

平成31年度　鹿島市地域公共交通活性化協議会予算（案）

（平成30年10月1日～平成31年9月30日）

備　　　考

計

備　　　考
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協議４ 市内循環バス、高津原のりあいタクシー及び予約型のりあいタ
クシーの無料運行期間の実施（案）について 

 

例年、市内循環バス・のりあいタクシーの利用促進のため、運行事業者の協力

により期間を定めて無料運行を行っており、今年度も１０月のダイヤ改正に合

わせ改めて運行内容を周知し、利用促進のため次のとおり実施したい。 

 

１．無料運行期間  １０月１日（月）～１０月６日（土） 

 市内循環バス  ６日間（月～土） 

          高津原のりあいタクシー ３日間（火、木、土） 

          予約型のりあいタクシー（北鹿島線及び能古見線） 

５日間（月～金） 

 

２．無料対象者   ・学生（小学・中学・高校生）※在学中 

・高齢者（満６５歳以上）※昭和 29年（1954年）以前生まれの方 

                        （平成 30年度中に 65歳以上になる方） 

・障がい者（身体障がい者・療育・精神保健福祉手帳の 

交付を受けている方）及び介護人※１名につき 1名まで 

・運転免許自主返納者 

 

３．対象者の判定  基本学生証、保険証、障がい者手帳、運転経歴証明書等

による要件確認を行う。 

 

４．期間中の運賃  対象者が利用する全便全路線について無料 

※１０月に実施する乗車人数分の運賃については各運

行事業者負担し、４月に実施予定の無料乗車人数分の

運賃については、協議会（市）の負担とするよう調整

する。 
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